
自 動 車 点 検 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 条 文

○ 自 動 車 点 検 基 準 （ 昭 和 二 十 六 年 運 輸 省 令 第 七 十 号 ） （ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 定 期 点 検 基 準 ）

第 二 条 法 第 四 十 八 条 第 一 項 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 技 術 上 の 基 準

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る と

お り と す る 。

一 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 被
け ん

牽 引 自 動 車 を

除 く 。 ） 別 表 第 三

二 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 被
け ん

牽 引 自 動 車 に

限 る 。 ） 別 表 第 四

三 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 自 動 車 別 表 第 五

（ 削 除 ）

四 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 二 輪 自 動 車 を 除

く 。 ） 別 表 第 六

五 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 二 輪 自 動 車 に 限

る 。 ） 別 表 第 七

（ 定 期 点 検 基 準 ）

第 二 条 法 第 四 十 八 条 第 一 項 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 技 術 上 の 基 準

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る と

お り と す る 。

一 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 自 動 車 別 表 第 三

（ 新 設 ）

二 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 二 輪 自 動 車 を 除

く 。 ） 別 表 第 四

三 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 二 輪 自 動 車 に 限

る 。 ） 別 表 第 五

四 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 自 動 車 別 表 第 六

（ 新 設 ）

第 三 条 （ 略 ）

２ （ 略 ）

３ 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 二 号 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 自 家 用 自 動

車 は 、 次 に 掲 げ る 自 動 車 と す る 。

一 ～ 四 （ 略 ）

（ 削 除 ）

五 ～ 七 （ 略 ）

八 自 家 用 検 査 対 象 外 軽 自 動 車 （ 二 輪 の 軽 自 動 車 を 除 く 。 ）

第 三 条 （ 略 ）

２ （ 略 ）

３ 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 二 号 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 自 家 用 自 動

車 は 、 次 に 掲 げ る 自 動 車 と す る 。

一 ～ 四 （ 略 ）

五 自 家 用 小 型 二 輪 自 動 車 （ 側 車 付 二 輪 自 動 車 を 含 む 。 ）

六 ～ 八 （ 略 ）

九 自 家 用 検 査 対 象 外 軽 自 動 車

（ 点 検 整 備 記 録 簿 の 記 載 事 項 等 ）

第 四 条 （ 略 ）

２ 点 検 整 備 記 録 簿 の 保 存 期 間 は 、 そ の 記 載 の 日 か ら 、 第 二 条 第 一

号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 自 動 車 に あ つ て は 一 年 間 、 同 条 第 四 号

及 び 第 五 号 に 掲 げ る 自 動 車 に あ つ て は 二 年 間 と す る 。

（ 点 検 整 備 記 録 簿 の 記 載 事 項 等 ）

第 四 条 （ 略 ）

２ 点 検 整 備 記 録 簿 の 保 存 期 間 は 、 そ の 記 載 の 日 か ら 、 第 二 条 第 一

号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 自 動 車 に あ つ て は 一 年 間 、 同 条 第 四 号

に 掲 げ る 自 動 車 に あ つ て は 二 年 間 と す る 。

（ 点 検 等 の 勧 告 に 係 る 基 準 ）

第 五 条 法 第 五 十 四 条 第 四 項 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 劣 化 又 は 摩 耗

に よ り 生 ず る 状 態 （ 法 第 七 十 一 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） は 別 表 第 八 に 掲 げ る と お り と す る 。

２ 法 第 五 十 四 条 第 四 項 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 点 検 （ 法 第 七 十 一

条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） は 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 自 動 車 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る と お り と す る 。

一 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 被
け ん

牽 引 自 動 車 を

除 く 。 ） 別 表 第 三 に 定 め る 十 二 月 ご と に 行 う 点 検

二 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 被
け ん

牽 引 自 動 車 に

限 る 。 ） 別 表 第 四 に 定 め る 十 二 月 ご と に 行 う 点 検

三 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 自 動 車 別 表 第 五 に 定 め

る 十 二 月 ご と に 行 う 点 検

（ 削 除 ）

四 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 二 輪 自 動 車 を 除

く 。 ） 別 表 第 六 に 定 め る 二 年 ご と に 行 う 点 検

五 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 二 輪 自 動 車 に 限

る 。 ） 別 表 第 七 に 定 め る 二 年 ご と に 行 う 点 検

（ 点 検 等 の 勧 告 に 係 る 基 準 ）

第 五 条 法 第 五 十 四 条 第 四 項 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 劣 化 又 は 摩 耗

に よ り 生 ず る 状 態 （ 法 第 七 十 一 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） は 別 表 第 七 に 掲 げ る と お り と す る 。

２ 法 第 五 十 四 条 第 四 項 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 点 検 （ 法 第 七 十 一

条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） は 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 自 動 車 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る と お り と す る 。

一 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 自 動 車 別 表 第 三 に 定 め

る 十 二 月 ご と に 行 う 点 検

（ 新 設 ）

二 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 二 輪 自 動 車 を 除

く 。 ） 別 表 第 四 に 定 め る 十 二 月 ご と に 行 う 点 検

三 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 二 輪 自 動 車 に 限

る 。 ） 別 表 第 五 に 定 め る 十 二 月 ご と に 行 う 点 検

四 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 自 動 車 別 表 第 六 に 定 め

る 二 年 ご と に 行 う 点 検

（ 新 設 ）

別 表 第 １ （ 事 業 用 自 動 車 、 自 家 用 貨 物 自 動 車 等 の 日 常 点 検 基 準 ） （ 第 一 条 関 係 ） 別 表 第 １ （ 事 業 用 自 動 車 、 自 家 用 貨 物 自 動 車 等 の 日 常 点 検 基 準 ） （ 第 一 条 関 係 ）



点 検 箇 所 点 検 内 容 点 検 箇 所 点 検 内 容

１ ブ レ ー キ １ ブ レ ー キ ・ ペ ダ ル の 踏 み し ろ が 適 当 で 、 ブ レ ー キ の 効 き が 十

分 で あ る こ と 。

２ ～ ５ （ 略 ）

１ ブ レ ー キ １ ブ レ ー キ ・ ペ ダ ル の 踏 み し ろ が 適 当 で 、 ブ レ ー キ の き き が 十

分 で あ る こ と 。

２ ～ ５ （ 略 ）

２ タ イ ヤ １ タ イ ヤ の 空 気 圧 が 適 当 で あ る こ と 。

き

２ 亀 裂 及 び 損 傷 が な い こ と 。

３ 異 状 な 摩 耗 が な い こ と 。

（ ※ １ ） ４ 溝 の 深 さ が 十 分 で あ る こ と 。

（ ※ ２ ） ５ デ ィ ス ク ・ ホ イ ー ル の 取 付 状 態 が 不 良 で な い こ と 。

２ タ イ ヤ １ タ イ ヤ の 空 気 圧 が 適 当 で あ る こ と 。

き

２ 亀 裂 及 び 損 傷 が な い こ と 。

３ 異 状 な 摩 耗 が な い こ と 。

※ ４ 溝 の 深 さ が 十 分 で あ る こ と 。

３ バ ッ テ リ （ ※ １ ） 液 量 が 適 当 で あ る こ と 。 ３ バ ッ テ リ ※ 液 量 が 適 当 で あ る こ と 。

４ 原 動 機 （ ※ １ ） １ 冷 却 水 の 量 が 適 当 で あ る こ と 。

（ ※ １ ） ２ フ ァ ン ・ ベ ル ト の 張 り 具 合 が 適 当 で あ り 、 か つ 、 フ ァ

ン ・ ベ ル ト に 損 傷 が な い こ と 。

（ ※ １ ） ３ エ ン ジ ン ・ オ イ ル の 量 が 適 当 で あ る こ と 。

（ ※ １ ） ４ 原 動 機 の か か り 具 合 が 不 良 で な く 、 か つ 、 異 音 が な い

こ と 。

（ ※ １ ） ５ 低 速 及 び 加 速 の 状 態 が 適 当 で あ る こ と 。

４ 原 動 機 ※ １ 冷 却 水 の 量 が 適 当 で あ る こ と 。

※ ２ フ ァ ン ・ ベ ル ト の 張 り 具 合 が 適 当 で あ り 、 か つ 、 フ ァ ン ・ ベ

ル ト に 損 傷 が な い こ と 。

※ ３ エ ン ジ ン ・ オ イ ル の 量 が 適 当 で あ る こ と 。

※ ４ 原 動 機 の か か り 具 合 が 不 良 で な く 、 か つ 、 異 音 が な い こ と 。

※ ５ 低 速 及 び 加 速 の 状 態 が 適 当 で あ る こ と 。

５ （ 略 ） （ 略 ） ５ （ 略 ） （ 略 ）

６ ウ イ ン ド ・ ウ ォ ッ

シ ャ 及 び ワ イ パ ー

（ ※ １ ） １ ウ イ ン ド ・ ウ ォ ッ シ ャ の 液 量 が 適 当 で あ り 、 か つ 、 噴

射 状 態 が 不 良 で な い こ と 。

し ょ く

（ ※ １ ） ２ ワ イ パ ー の 払 拭 状 態 が 不 良 で な い こ と 。

６ ウ イ ン ド ・ ウ ォ ッ

シ ャ 及 び ワ イ パ ー

※ １ ウ イ ン ド ・ ウ ォ ッ シ ャ の 液 量 が 適 当 で あ り 、 か つ 、 噴 射 状 態

が 不 良 で な い こ と 。

し ょ く

※ ２ ワ イ パ ー の 払 拭 状 態 が 不 良 で な い こ と 。

７ ・ ８ （ 略 ） （ 略 ） ７ ・ ８ （ 略 ） （ 略 ）

（ 注 ） ① （ ※ １ ） 印 の 点 検 は 、 当 該 自 動 車 の 走 行 距 離 、 運 行 時 の 状 態 等 か ら 判 断 し た 適 切 な 時

期 に 行 う こ と で 足 り る 。

② （ ※ ２ ） 印 の 点 検 は 、 車 両 総 重 量 ８ ト ン 以 上 又 は 乗 車 定 員 ３ ０ 人 以 上 の 自 動 車 に 限

る 。

（ 注 ） ※ 印 の 点 検 は 、 当 該 自 動 車 の 走 行 距 離 、 運 行 時 の 状 態 等 か ら 判 断 し た 適 切 な 時 期 に 行 う

こ と で 足 り る 。

別 表 第 ３ （ 事 業 用 自 動 車 等 の 定 期 点 検 基 準 ） （ 第 二 条 関 係 ） 別 表 第 ３ （ 事 業 用 自 動 車 等 の 定 期 点 検 基 準 ） （ 第 二 条 関 係 ）

点 検 時 期

点 検 箇 所

３ 月 ご と

１ ２ 月 ご と

３ 月 ご と の 点 検 に 次 の 点 検

を 加 え た も の

点 検 時 期

点 検 箇 所

３ 月 ご と

１ ２ 月 ご と

３ 月 ご と の 点 検 に 次 の 点 検

を 加 え た も の

（ 略 ） （ 略 ）

ブ レ ー キ ・ ペ ダ ル １ 遊 び 及 び 踏 み 込 ん だ と き

の 床 板 と の す き 間

２ ブ レ ー キ の 効 き 具 合

ブ レ ー キ ・ ペ ダ ル １ 遊 び 及 び 踏 み 込 ん だ と き

の 床 板 と の す き 間

２ ブ レ ー キ の き き 具 合

駐 車 ブ レ ー キ 機 構 １ 引 き し ろ

２ ブ レ ー キ の 効 き 具 合

駐 車 ブ レ ー キ 機 構 １ 引 き し ろ

２ ブ レ ー キ の き き 具 合

制
動

装
置

（ 略 ）

制
動

装
置

（ 略 ）

走
行

装
置

ホ イ ー ル （ ※ ２ ） １ タ イ ヤ の 状 態

２ ホ イ ー ル ・ ナ ッ ト 及 び ホ

イ ー ル ・ ボ ル ト の 緩 み

（ ※ ２ ） ３ フ ロ ン ト ・ ホ イ

ー ル ・ ベ ア リ ン グ

の が た

（ ※ ３ ） １ ホ イ ー ル ・ ナ ッ ト

及 び ホ イ ー ル ・ ボ ル ト の 損 傷

２ リ ム 、 サ イ ド ・ リ ン グ 及 び

デ ィ ス ク ・ ホ イ ー ル の 損 傷

３ リ ヤ ・ ホ イ ー ル ・ ベ ア リ ン

グ の が た

走
行

装
置

ホ イ ー ル （ ※ ２ ） １ タ イ ヤ の 状 態

２ ホ イ ー ル ・ ナ ッ ト 及 び ホ

イ ー ル ・ ボ ル ト の 緩 み

（ ※ ２ ） ３ フ ロ ン ト ・ ホ イ

ー ル ・ ベ ア リ ン グ

の が た

１ リ ム 、 サ イ ド ・ リ ン グ 及 び

ホ イ ー ル ・ デ ィ ス ク の 損 傷

２ リ ヤ ・ ホ イ ー ル ・ ベ ア リ ン

グ の が た



（ 略 ） （ 略 ）

点 火 装 置 （ ※ ２ ） （ ※ ４ ） １ 点 火 プ

ラ グ の 状

態

２ 点 火 時 期

デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ の キ ャ ッ

プ の 状 態

点 火 装 置 （ ※ ２ ） １ 点 火 プ ラ グ の 状

態

２ 点 火 時 期

デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ の キ ャ ッ

プ の 状 態電
気

装
置

（ 略 ）

電
気

装
置

（ 略 ）

（ 略 ） （ 略 ）

連 結 装 置 １ カ プ ラ の 機 能 及 び 損 傷

２ ピ ン ト ル ・ フ ッ ク の 摩 耗 、

き
亀 裂 及 び 損 傷

連 結 装 置 １ カ プ ラ の 機 能 及 び 損 傷

き

２ キ ン グ ・ ピ ン の 亀 裂 及 び 損

傷

３ ピ ン ト ル ・ フ ッ ク 及 び ル ネ

ッ ト ・ ア イ の 損 傷

（ 略 ） （ 略 ）

（ 注 ） ① （ ※ １ ） 印 の 点 検 は 、 人 の 運 送 の 用 に 供 す る 自 動 車 に 限 る 。

② （ ※ ２ ） 印 の 点 検 は 、 自 動 車 検 査 証 の 交 付 を 受 け た 日 又 は 当 該 点 検 を 行 つ た 日 以 降 の

走 行 距 離 が ３ 月 当 た り ２ 千 キ ロ メ ー ト ル 以 下 の 自 動 車 に つ い て は 、 前 回 の 当 該 点 検 を 行

う べ き こ と と さ れ る 時 期 に 当 該 点 検 を 行 わ な か つ た 場 合 を 除 き 、 行 わ な い こ と が で き る

。

③ （ ※ ３ ） 印 の 点 検 は 、 車 両 総 重 量 ８ ト ン 以 上 又 は 乗 車 定 員 ３ ０ 人 以 上 の 自 動 車 に 限 る

。

④ （ ※ ４ ） 印 の 点 検 は 、 点 火 プ ラ グ が 白 金 プ ラ グ 又 は イ リ ジ ウ ム ・ プ ラ グ の 場 合 は 、 行

わ な い こ と が で き る 。

（ 注 ） ① （ ※ １ ） 印 の 点 検 は 、 人 の 運 送 の 用 に 供 す る 自 動 車 に 限 る 。

② （ ※ ２ ） 印 の 点 検 は 、 自 動 車 検 査 証 の 交 付 を 受 け た 日 又 は 当 該 点 検 を 行 つ た 日 以 降 の

走 行 距 離 が ３ か 月 間 当 た り ２ 千 キ ロ メ ー ト ル 以 下 の 自 動 車 に つ い て は 、 前 回 の 当 該 点 検

を 行 う べ き こ と と さ れ る 時 期 に 当 該 点 検 を 行 わ な か つ た 場 合 を 除 き 、 行 わ な い こ と が で

き る 。

け ん

別 表 第 ４ （ 被 牽 引 自 動 車 の 定 期 点 検 基 準 ） （ 第 二 条 関 係 ） （ 新 設 ）

点 検 時 期

点 検 箇 所

３ 月 ご と

１ ２ 月 ご と

３ 月 ご と の 点 検 に 次 の 点 検

を 加 え た も の

ブ レ ー キ ・ ペ ダ ル ブ レ ー キ の 効 き 具 合

駐 車 ブ レ ー キ 機 構 １ 引 き し ろ

２ ブ レ ー キ の 効 き 具 合

ホ ー ス 及 び パ イ プ 漏 れ 、 損 傷 及 び 取 付 状 態

ブ レ ー キ ・ チ ャ ン バ ロ ッ ド の ス ト ロ ー ク 機 能

リ レ ー ・ エ マ ー ジ ェ ン

シ ・ バ ル ブ

機 能

ブ レ ー キ ・ カ ム 摩 耗

ブ レ ー キ ・ ド ラ ム 及 び

ブ レ ー キ ・ シ ュ ー

１ ド ラ ム と ラ イ ニ ン

グ と の す き 間

し ゅ う

（ ※ １ ） ２ シ ュ ー の 摺 動 部

分 及 び ラ イ ニ ン グ

の 摩 耗

ド ラ ム の 摩 耗 及 び 損 傷

バ ッ ク ・ プ レ ー ト バ ッ ク ・ プ レ ー ト の 状 態

制
動

装
置

ブ レ ー キ ・ デ ィ ス ク 及

び パ ッ ド

（ ※ １ ） １ デ ィ ス ク と パ ッ

ド と の す き 間

（ ※ １ ） ２ パ ッ ド の 摩 耗

デ ィ ス ク の 摩 耗 及 び 損 傷



走
行

装
置

ホ イ ー ル （ ※ １ ） １ タ イ ヤ の 状 態

２ ホ イ ー ル ・ ナ ッ

ト 及 び ホ イ ー ル

・ ボ ル ト の 緩 み

（ ※ ２ ） １ ホ イ ー ル ・ ナ ッ ト

及 び ホ イ ー ル ・ ボ ル

ト の 損 傷

２ リ ム 、 サ イ ド ・ リ

ン グ 及 び デ ィ ス ク ・

ホ イ ー ル の 損 傷

３ ホ イ ー ル ・ ベ ア リ

ン グ の が た

リ ー フ ・ サ ス ペ ン シ ョ

ン

ス プ リ ン グ の 損 傷 取 付 部 及 び 連 結 部 の 緩 み 、 が

た 及 び 損 傷

エ ア ・ サ ス ペ ン シ ョ ン １ エ ア 漏 れ

( ※ １ ） ２ ベ ロ ー ズ の 損 傷

( ※ １ ） ３ 取 付 部 及 び 連 結 部

の 緩 み 並 び に 損 傷

レ ベ リ ン グ ・ バ ル ブ の 機 能

緩
衝

装
置

シ ョ ッ ク ・ ア ブ ソ ー バ 油 漏 れ 及 び 損 傷

電
気

装
置

電 気 配 線 接 続 部 の 緩 み 及 び 損 傷

エ ア ・ コ ン プ レ ッ サ エ ア ・ タ ン ク の 凝 水

車 枠 及 び 車 体 緩 み 及 び 損 傷

連 結 装 置 １ カ プ ラ の 機 能 及 び 損 傷

２ キ ン グ ・ ピ ン 及 び ル ネ ッ ト

き

・ ア イ の 摩 耗 、 亀 裂 及 び 損 傷

そ の 他 シ ャ シ 各 部 の 給 油 脂 状 態

（ 注 ） ① （ ※ １ ） 印 の 点 検 は 、 自 動 車 検 査 証 の 交 付 を 受 け た 日 又 は 当 該 点 検 を 行 つ た 日 以 降 の

走 行 距 離 が ３ 月 当 た り ２ 千 キ ロ メ ー ト ル 以 下 の 自 動 車 に つ い て は 、 前 回 の 当 該 点 検 を 行

う べ き こ と と さ れ る 時 期 に 当 該 点 検 を 行 わ な か つ た 場 合 を 除 き 、 行 わ な い こ と が で き る

。
② （ ※ ２ ） 印 の 点 検 は 、 車 両 総 重 量 ８ ト ン 以 上 の 自 動 車 に 限 る 。

別 表 第 ５ （ 自 家 用 貨 物 自 動 車 等 の 定 期 点 検 基 準 ） （ 第 二 条 関 係 ） 別 表 第 ４ （ 自 家 用 貨 物 自 動 車 等 の 定 期 点 検 基 準 ） （ 第 二 条 関 係 ）

点 検 時 期

点 検 箇 所

６ 月 ご と

１ ２ 月 ご と

６ 月 ご と の 点 検 に 次 の 点 検

を 加 え た も の

点 検 時 期

点 検 箇 所

６ 月 ご と

１ ２ 月 ご と

６ 月 ご と の 点 検 に 次 の 点 検

を 加 え た も の

（ 略 ） （ 略 ）

ブ レ ー キ ・ ペ ダ ル （ ※ １ ） １ 遊 び 及 び 踏 み 込

ん だ と き の 床 板 と

の す き 間

（ ※ １ ） ２ ブ レ ー キ の 効 き

具 合

１ 遊 び 及 び 踏 み 込 ん だ と き の

床 板 と の す き 間

２ ブ レ ー キ の 効 き 具 合

ブ レ ー キ ・ ペ ダ ル （ ※ １ ） １ 遊 び 及 び 踏 み 込

ん だ と き の 床 板 と

の す き 間

（ ※ １ ） ２ ブ レ ー キ の き き

具 合

１ 遊 び 及 び 踏 み 込 ん だ と き の

床 板 と の す き 間

２ ブ レ ー キ の き き 具 合

制
動

装
置

駐 車 ブ レ ー キ 機 構 （ ※ １ ） １ 引 き し ろ １ 引 き し ろ

制
動

装
置

駐 車 ブ レ ー キ 機 構 （ ※ １ ） １ 引 き し ろ １ 引 き し ろ

（ ※ １ ） ２ ブ レ ー キ の 効 き

具 合

２ ブ レ ー キ の 効 き 具 合 （ ※ １ ） ２ ブ レ ー キ の き き

具 合

２ ブ レ ー キ の き き 具 合



（ 略 ） （ 略 ）

点 火 装 置 （ ※ ４ ） （ ※ ５ ） １ 点 火 プ

ラ グ の 状

態

２ 点 火 時 期

デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ の キ ャ ッ

プ の 状 態

点 火 装 置 （ ※ ４ ） １ 点 火 プ ラ グ の 状

態

２ 点 火 時 期

デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ の キ ャ ッ

プ の 状 態

電
気

装
置

（ 略 ）

電
気

装
置

（ 略 ）

（ 略 ） （ 略 ）

（ 注 ） ① （ ※ １ ） 印 の 点 検 は 、 大 型 特 殊 自 動 車 に あ つ て は 、 行 わ な く て も よ い 。

② （ ※ ２ ） 印 の 点 検 は 、 大 型 特 殊 自 動 車 に 限 る 。

③ （ ※ ３ ） 印 の 点 検 は 、 道 路 運 送 法 第 ８ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 受 け た 許 可 に 係 る 自 動

車 に 限 る 。

④ （ ※ ４ ） 印 の 点 検 は 、 自 動 車 検 査 証 の 交 付 を 受 け た 日 又 は 当 該 点 検 を 行 つ た 日 以 降 の

走 行 距 離 が ６ 月 当 た り ４ 千 キ ロ メ ー ト ル 以 下 の 自 動 車 に つ い て は 、 前 回 の 当 該 点 検 を 行

う べ き こ と と さ れ る 時 期 に 当 該 点 検 を 行 わ な か つ た 場 合 を 除 き 、 行 わ な い こ と が で き る

。

⑤ （ ※ ５ ） 印 の 点 検 は 、 点 火 プ ラ グ が 白 金 プ ラ グ 又 は イ リ ジ ウ ム ・ プ ラ グ の 場 合 は 、 行

わ な い こ と が で き る 。

（ 注 ） ① （ ※ １ ） 印 の 点 検 は 、 大 型 特 殊 自 動 車 に あ つ て は 、 行 わ な く て も よ い 。

② （ ※ ２ ） 印 の 点 検 は 、 大 型 特 殊 自 動 車 に 限 る 。

③ （ ※ ３ ） 印 の 点 検 は 、 道 路 運 送 法 施 行 規 則 第 ５ ２ 条 の 規 定 に よ り 受 け た 許 可 に 係 る 自

動 車 に 限 る 。

④ （ ※ ４ ） 印 の 点 検 は 、 自 動 車 検 査 証 の 交 付 を 受 け た 日 又 は 当 該 点 検 を 行 つ た 日 以 降 の

走 行 距 離 が ６ か 月 間 当 た り ４ 千 キ ロ メ ー ト ル 以 下 の 自 動 車 に つ い て は 、 前 回 の 当 該 点 検

を 行 う べ き こ と と さ れ る 時 期 に 当 該 点 検 を 行 わ な か つ た 場 合 を 除 き 、 行 わ な い こ と が で

き る 。

（ 削 除 ） 別 表 第 ５ （ 二 輪 自 動 車 の 定 期 点 検 基 準 ） （ 第 二 条 関 係 ）

点 検 時 期

点 検 箇 所

６ 月 ご と

１ ２ 月 ご と

６ 月 ご と の 点 検 に 次 の 点 検

を 加 え た も の

ハ ン ド ル 操 作 具 合か
じ

取
り

装
置

フ ロ ン ト ・ フ ォ ー ク １ 損 傷

２ ス テ ア リ ン グ ・ ス テ ム の 取

付 状 態

３ ス テ ア リ ン グ ・ ス テ ム の 軸

受 部 の が た

ブ レ ー キ ・ ペ ダ ル 及 び

ブ レ ー キ ・ レ バ ー

１ 遊 び

２ ブ レ ー キ の き き 具 合

ロ ッ ド 及 び ケ ー ブ ル 類 緩 み 、 が た 及 び 損 傷

ホ ー ス 及 び パ イ プ 漏 れ 、 損 傷 及 び 取 付 状 態

リ ザ ー バ ・ タ ン ク 液 量

マ ス タ ・ シ リ ン ダ 、 ホ

イ ー ル ・ シ リ ン ダ 及 び

デ ィ ス ク ・ キ ャ リ パ

機 能 、 摩 耗 及 び 損 傷

ブ レ ー キ ・ ド ラ ム 及 び

ブ レ ー キ ・ シ ュ ー

ド ラ ム と ラ イ ニ ン グ と の す き

間

し ゅ う

１ シ ュ ー の 摺 動 部 分 及 び ラ イ

ニ ン グ の 摩 耗

２ ド ラ ム の 摩 耗 及 び 損 傷

制
動

装
置

ブ レ ー キ ・ デ ィ ス ク 及

び パ ッ ド

１ デ ィ ス ク と パ ッ ド と の す き

間

２ パ ッ ド の 摩 耗

３ デ ィ ス ク の 摩 耗 及 び 損 傷



走
行

装
置

ホ イ ー ル １ タ イ ヤ の 状 態

２ ホ イ ー ル ・ ナ ッ ト 及 び ホ

イ ー ル ・ ボ ル ト の 緩 み

１ フ ロ ン ト ・ ホ イ ー ル ・ ベ ア

リ ン グ の が た

２ リ ヤ ・ ホ イ ー ル ・ ベ ア リ ン

グ の が た

サ ス ペ ン シ ョ ン ・ ア ー

ム

連 結 部 の が た 及 び ア ー ム の 損

傷

緩
衝

装
置 シ ョ ッ ク ・ ア ブ ソ ー バ 油 漏 れ 及 び 損 傷

ク ラ ッ チ １ ク ラ ッ チ ・ レ バ ー の 遊 び

２ 作 用

ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン 油 漏 れ 及 び 油 量

プ ロ ペ ラ ・ シ ャ フ ト 及

び ド ラ イ ブ ・ シ ャ フ ト

継 手 部 の が た

動
力

伝
達

装
置

チ ェ ー ン 及 び ス プ ロ ケ

ッ ト

チ ェ ー ン の 緩 み ス プ ロ ケ ッ ト の 取 付 状 態 及 び

摩 耗

点 火 装 置 点 火 プ ラ グ の 状 態 点 火 時 期

バ ッ テ リ タ ー ミ ナ ル 部 の 接 続 状 態

電
気

装
置

電 気 配 線 接 続 部 の 緩 み 及 び 損 傷

本 体 １ 排 気 の 状 態

２ エ ア ・ ク リ ー ナ ・ エ レ メ

ン ト の 状 態

１ か か り 具 合 及 び 異 音

２ 低 速 及 び 加 速 の 状 態

潤 滑 装 置 油 漏 れ

燃 料 装 置 １ 燃 料 漏 れ

２ リ ン ク 機 構 の 状 態

３ ス ロ ッ ト ル ・ バ ル ブ 及 び チ

ョ ー ク ・ バ ル ブ の 作 動

原
動

機

冷 却 装 置 水 漏 れ

ブ ロ ー バ イ ・ ガ ス 還 元

装 置

配 管 の 損 傷ば
い

煙
、

悪
臭

の
あ

る
ガ

ス
、

有
害

な

一 酸 化 炭 素 等 発 散 防 止

装 置

１ 二 次 空 気 供 給 装 置 の 機 能

２ 配 管 の 損 傷 及 び 取 付 状 態

ガ
ス

等



の
発

散
防

止
装

置
エ グ ゾ ー ス ト ・ パ イ プ 及 び

マ フ ラ

１ 取 付 け の 緩 み 及 び 損 傷

２ マ フ ラ の 機 能

フ レ ー ム 緩 み 及 び 損 傷

そ の 他 シ ャ シ 各 部 の 給 油 脂 状 態

別 表 第 ６ （ 自 家 用 乗 用 自 動 車 等 の 定 期 点 検 基 準 ） （ 第 二 条 関 係 ） 別 表 第 ６ （ 自 家 用 乗 用 自 動 車 等 の 定 期 点 検 基 準 ） （ 第 二 条 関 係 ）

点 検 時 期

点 検 箇 所

１ 年 ご と

２ 年 ご と

１ 年 ご と の 点 検 に 次 の 点 検

を 加 え た も の

点 検 時 期

点 検 箇 所

１ 年 ご と

２ 年 ご と

１ 年 ご と の 点 検 に 次 の 点 検

を 加 え た も の

（ 略 ） （ 略 ）

ギ ヤ ・ ボ ッ ク ス （ ※ １ ） 取 付 け の 緩 み ギ ヤ ・ ボ ッ ク ス ※ 取 付 け の 緩 み

ロ ッ ド 及 び ア ー ム 類 （ ※ １ ） １ 緩 み 、 が た 及 び 損

傷

２ ボ ー ル ・ ジ ョ イ ン ト の ダ ス

き

ト ・ ブ ー ツ の 亀 裂 及 び 損 傷

ロ ッ ド 及 び ア ー ム 類 ※ １ 緩 み 、 が た 及 び 損 傷

２ ボ ー ル ・ ジ ョ イ ン ト の ダ ス

き

ト ・ ブ ー ツ の 亀 裂 及 び 損 傷

か じ 取 り 車 輪 （ ※ １ ） ホ イ ー ル ・ ア ラ イ メ ン

ト

か じ 取 り 車 輪 ※ ホ イ ー ル ・ ア ラ イ メ ン ト

か
じ

取
り

装
置

パ ワ ー ・ ス テ ア リ ン グ

装 置

ベ ル ト の 緩 み 及 び 損 傷 １ 油 漏 れ 及 び 油 量

（ ※ １ ） ２ 取 付 け の 緩 み

か
じ

取
り

装
置

パ ワ ー ・ ス テ ア リ ン グ

装 置

ベ ル ト の 緩 み 及 び 損 傷 １ 油 漏 れ 及 び 油 量

※ ２ 取 付 け の 緩 み

ブ レ ー キ ・ ペ ダ ル １ 遊 び 及 び 踏 み 込 ん だ と き

の 床 板 と の す き 間

２ ブ レ ー キ の 効 き 具 合

ブ レ ー キ ・ ペ ダ ル １ 遊 び 及 び 踏 み 込 ん だ と き

の 床 板 と の す き 間

２ ブ レ ー キ の き き 具 合

駐 車 ブ レ ー キ 機 構 １ 引 き し ろ

２ ブ レ ー キ の 効 き 具 合

駐 車 ブ レ ー キ 機 構 １ 引 き し ろ

２ ブ レ ー キ の き き 具 合

（ 略 ） （ 略 ）

ブ レ ー キ ・ ド ラ ム 及 び

ブ レ ー キ ・ シ ュ ー

（ ※ １ ） １ ド ラ ム と ラ イ ニ

ン グ と の す き 間

し ゅ う

（ ※ １ ） ２ シ ュ ー の 摺 動 部

分 及 び ラ イ ニ ン グ

の 摩 耗

ド ラ ム の 摩 耗 及 び 損 傷 ブ レ ー キ ・ ド ラ ム 及 び

ブ レ ー キ ・ シ ュ ー

※ １ ド ラ ム と ラ イ ニ ン グ と

の す き 間

し ゅ う

※ ２ シ ュ ー の 摺 動 部 分 及 び

ラ イ ニ ン グ の 摩 耗

ド ラ ム の 摩 耗 及 び 損 傷

制
動

装
置

ブ レ ー キ ・ デ ィ ス ク 及

び パ ッ ド

（ ※ １ ） １ デ ィ ス ク と パ ッ

ド と の す き 間

（ ※ １ ） ２ パ ッ ド の 摩 耗

デ ィ ス ク の 摩 耗 及 び 損 傷

制
動

装
置

ブ レ ー キ ・ デ ィ ス ク 及

び パ ッ ド

※ １ デ ィ ス ク と パ ッ ド と の

す き 間

※ ２ パ ッ ド の 摩 耗

デ ィ ス ク の 摩 耗 及 び 損 傷

走
行

装

ホ イ ー ル （ ※ １ ） １ タ イ ヤ の 状 態

（ ※ １ ） ２ ホ イ ー ル ・ ナ ッ

ト 及 び ホ イ ー ル ・

（ ※ １ ） １ フ ロ ン ト ・ ホ イ ー

ル ・ ベ ア リ ン グ の が

た

走
行

装

ホ イ ー ル ※ １ タ イ ヤ の 状 態

※ ２ ホ イ ー ル ・ ナ ッ ト 及 び

ホ イ ー ル ・ ボ ル ト の 緩 み

※ １ フ ロ ン ト ・ ホ イ ー ル ・ ベ

ア リ ン グ の が た

※ ２ リ ヤ ・ ホ イ ー ル ・ ベ ア リ



置 ボ ル ト の 緩 み （ ※ １ ） ２ リ ヤ ・ ホ イ ー ル ・

ベ ア リ ン グ の が た

置 ン グ の が た

（ 略 ） （ 略 ）

（ 略 ） （ 略 ）

ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン 及

び ト ラ ン ス フ ァ

（ ※ １ ） 油 漏 れ 及 び 油 量 ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン 及

び ト ラ ン ス フ ァ

※ 油 漏 れ 及 び 油 量

プ ロ ペ ラ ・ シ ャ フ ト 及

び ド ラ イ ブ ・ シ ャ フ ト

（ ※ １ ） 連 結 部 の 緩 み 自 在 継 手 部 の ダ ス ト ・ ブ ー ツ

き

の 亀 裂 及 び 損 傷

プ ロ ペ ラ ・ シ ャ フ ト 及

び ド ラ イ ブ ・ シ ャ フ ト

※ 連 結 部 の 緩 み 自 在 継 手 部 の ダ ス ト ・ ブ ー ツ

き

の 亀 裂 及 び 損 傷

動
力

伝
達

装
置

デ フ ァ レ ン シ ャ ル （ ※ １ ） 油 漏 れ 及 び 油 量

動
力

伝
達

装
置

デ フ ァ レ ン シ ャ ル ※ 油 漏 れ 及 び 油 量

点 火 装 置 （ ※ １ ） （ ※ ２ ） １ 点 火 プ

ラ グ の 状

態

２ 点 火 時 期

３ デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ の

キ ャ ッ プ の 状 態

点 火 装 置 ※ １ 点 火 プ ラ グ の 状 態

２ 点 火 時 期

３ デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ の

キ ャ ッ プ の 状 態

電
気

装
置

（ 略 ）

電
気

装
置

（ 略 ）

本 体 １ 排 気 の 状 態

（ ※ １ ） ２ エ ア ・ ク リ ー ナ

・ エ レ メ ン ト の 状

態

本 体 １ 排 気 の 状 態

※ ２ エ ア ・ ク リ ー ナ ・ エ レ

メ ン ト の 状 態

原
動

機

（ 略 ）

原
動

機

（ 略 ）

（ 略 ） （ 略 ）

エ グ ゾ ー ス ト ・ パ イ プ 及 び

マ フ ラ

（ ※ １ ） 取 付 け の 緩 み 及 び

損 傷

マ フ ラ の 機 能 エ グ ゾ ー ス ト ・ パ イ プ 及 び

マ フ ラ

※ 取 付 け の 緩 み 及 び 損 傷 マ フ ラ の 機 能

（ 略 ） （ 略 ）

（ 注 ） ① 法 第 ６ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 自 動 車 検 査 証 の 有 効 期 間 を ３ 年 と さ れ た 自 動 車 に あ つ

て は 、 ２ 年 目 の 点 検 は １ 年 ご と の 欄 に 掲 げ る 基 準 に よ る も の と し 、 ３ 年 目 の 点 検 は ２ 年

ご と の 欄 に 掲 げ る 基 準 に よ る も の と す る 。

② （ ※ １ ） 印 の 点 検 は 、 自 動 車 検 査 証 の 交 付 を 受 け た 日 又 は 当 該 点 検 を 行 っ た 日 以 降 の

走 行 距 離 が １ 年 当 た り ５ 千 キ ロ メ ー ト ル 以 下 の 自 動 車 に つ い て は 、 前 回 の 当 該 点 検 を 行

う べ き こ と と さ れ る 時 期 に 当 該 点 検 を 行 わ な か つ た 場 合 を 除 き 、 行 わ な い こ と が で き る

。

③ （ ※ ２ ） 印 の 点 検 は 、 点 火 プ ラ グ が 白 金 プ ラ グ 又 は イ リ ジ ウ ム ・ プ ラ グ の 場 合 は 、 行

わ な い こ と が で き る 。

（ 注 ） ① 法 第 ６ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 自 動 車 検 査 証 の 有 効 期 間 を ３ 年 と さ れ た 自 動 車 に あ つ

て は 、 最 初 の ２ 年 目 の 点 検 に 係 る 技 術 上 の 基 準 は １ 年 ご と の 欄 に 掲 げ る も の と し 、 最 初

の ３ 年 目 の 点 検 に 係 る 技 術 上 の 基 準 は ２ 年 ご と の 欄 に 掲 げ る も の と す る 。

② ※ 印 の 点 検 は 、 自 動 車 検 査 証 の 交 付 を 受 け た 日 又 は 当 該 点 検 を 行 つ た 日 以 降 の 走 行 距

離 が 年 間 当 た り ５ 千 キ ロ メ ー ト ル 以 下 の 自 動 車 に つ い て は 、 前 回 の 当 該 点 検 を 行 う べ き

こ と と さ れ る 時 期 に 当 該 点 検 を 行 わ な か つ た 場 合 を 除 き 、 行 わ な い こ と が で き る 。

別 表 第 ７ （ 二 輪 自 動 車 の 定 期 点 検 基 準 ） （ 第 二 条 関 係 ）

点 検 時 期

点 検 箇 所

１ 年 ご と

２ 年 ご と

１ 年 ご と の 点 検 に 次 の 点 検

を 加 え た も の

ハ ン ド ル 操 作 具 合か
じ

（ 新 設 ）

取
り

装

フ ロ ン ト ・ フ ォ ー ク ス テ ア リ ン グ ・ ス テ ム の 軸

受 部 の が た

１ 損 傷

２ ス テ ア リ ン グ ・ ス テ ム の 取

付 状 態



置

ブ レ ー キ ・ ペ ダ ル 及 び

ブ レ ー キ ・ レ バ ー

１ 遊 び

２ ブ レ ー キ の 効 き 具 合

ロ ッ ド 及 び ケ ー ブ ル 類 緩 み 、 が た 及 び 損 傷

ホ ー ス 及 び パ イ プ 漏 れ 、 損 傷 及 び 取 付 状 態

マ ス タ ・ シ リ ン ダ 、 ホ

イ ー ル ・ シ リ ン ダ 及 び

デ ィ ス ク ・ キ ャ リ パ

液 漏 れ 機 能 、 摩 耗 及 び 損 傷

ブ レ ー キ ・ ド ラ ム 及 び

ブ レ ー キ ・ シ ュ ー

（ ※ １ ） １ ド ラ ム と ラ イ ニ

ン グ と の す き 間

し ゅ う

（ ※ １ ） ２ シ ュ ー の 摺 動 部

分 及 び ラ イ ニ ン グ

の 摩 耗

ド ラ ム の 摩 耗 及 び 損 傷

制
動

装
置

ブ レ ー キ ・ デ ィ ス ク 及

び パ ッ ド

（ ※ １ ） １ デ ィ ス ク と パ ッ

ド と の す き 間

（ ※ １ ） ２ パ ッ ド の 摩 耗

デ ィ ス ク の 摩 耗 及 び 損 傷

走
行

装
置

ホ イ ー ル （ ※ １ ） １ タ イ ヤ の 状 態

２ ホ イ ー ル ・ ナ ッ

ト 及 び ホ イ ー ル

・ ボ ル ト の 緩 み

（ ※ １ ） ３ フ ロ ン ト ・ ホ イ

ー ル ・ ベ ア リ ン グ

の が た

（ ※ １ ） ４ リ ヤ ・ ホ イ ー ル

・ ベ ア リ ン グ の が

た

サ ス ペ ン シ ョ ン ・ ア ー

ム

連 結 部 の が た 及 び ア ー ム の 損

傷

緩
衝

装
置 シ ョ ッ ク ・ ア ブ ソ ー バ 油 漏 れ 及 び 損 傷

ク ラ ッ チ ク ラ ッ チ ・ レ バ ー の 遊 び 作 用

ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン （ ※ １ ） 油 漏 れ 及 び 油 量

プ ロ ペ ラ ・ シ ャ フ ト 及

び ド ラ イ ブ ・ シ ャ フ ト

継 手 部 の が た

チ ェ ー ン 及 び ス プ ロ ケ

ッ ト

１ チ ェ ー ン の 緩 み

２ ス プ ロ ケ ッ ト の 取 付 状 態

及 び 摩 耗

動
力

伝
達

装
置

ド ラ イ ブ ・ ベ ル ト （ ※ １ ） 摩 耗 及 び 損 傷

電
気

装
置

点 火 装 置 （ ※ １ ） （ ※ ２ ） １ 点 火 プ

ラ グ の 状

態

２ 点 火 時

期



バ ッ テ リ タ ー ミ ナ ル 部 の 接 続 状 態

電 気 配 線 接 続 部 の 緩 み 及 び 損 傷

本 体 （ ※ １ ） １ エ ア ・ ク リ ー ナ

・ エ レ メ ン ト の 状

態

２ 低 速 及 び 加 速 の 状

態
３ 排 気 の 状 態

潤 滑 装 置 油 漏 れ

燃 料 装 置 １ 燃 料 漏 れ

２ リ ン ク 機 構 の 状 態

３ ス ロ ッ ト ル ・ バ ル ブ 及 び

チ ョ ー ク ・ バ ル ブ の 作 動 状

態

原
動

機

冷 却 装 置 水 漏 れ

ブ ロ ー バ イ ・ ガ ス 還 元

装 置

配 管 の 損 傷ば
い

煙
、

悪
臭

の
あ

る
ガ

ス
、

有
害

な
ガ

ス
等

の
発

散
防

止
装

置

一 酸 化 炭 素 等 発 散 防 止

装 置

１ 二 次 空 気 供 給 装 置 の 機 能

２ 配 管 の 損 傷 及 び 取 付 状 態

エ グ ゾ ー ス ト ・ パ イ プ 及 び

マ フ ラ

取 付 け の 緩 み 及 び 損 傷 マ フ ラ の 機 能

フ レ ー ム 緩 み 及 び 損 傷

そ の 他 シ ャ シ 各 部 の 給 油 脂 状 態

（ 注 ） ① 法 第 ６ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 自 動 車 検 査 証 の 有 効 期 間 を ３ 年 と さ れ た 自 動 車 に あ つ

て は 、 ２ 年 目 の 点 検 は １ 年 ご と の 欄 に 掲 げ る 基 準 に よ る も の と し 、 ３ 年 目 の 点 検 は ２ 年

ご と の 欄 に 掲 げ る 基 準 に よ る も の と す る 。

② （ ※ １ ） 印 の 点 検 は 、 自 動 車 検 査 証 の 交 付 を 受 け た 日 又 は 当 該 点 検 を 行 つ た 日 以 降 の



走 行 距 離 が １ 年 当 た り １ 千 ５ 百 キ ロ メ ー ト ル 以 下 の 自 動 車 に つ い て は 、 前 回 の 当 該 点 検

を 行 う べ き こ と と さ れ る 時 期 に 当 該 点 検 を 行 わ な か つ た 場 合 を 除 き 、 行 わ な い こ と が で

き る 。

③ （ ※ ２ ） 印 の 点 検 は 、 点 火 プ ラ グ が 白 金 プ ラ グ 又 は イ リ ジ ウ ム ・ プ ラ グ の 場 合 は 、 行

わ な い こ と が で き る 。

別 表 第 ８ （ 劣 化 又 は 摩 耗 に よ り 生 ず る 状 態 ） （ 第 五 条 関 係 ）

（ 略 ）

別 表 第 ７ （ 劣 化 又 は 摩 耗 に よ り 生 ず る 状 態 ） （ 第 五 条 関 係 ）

（ 略 ）



○ 自 動 車 型 式 指 定 規 則 （ 昭 和 二 十 六 年 運 輸 省 令 第 八 十 五 号 ） （ 附 則 第 二 項 関 係 ） （ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 検 査 成 績 の 記 録 等 ）

第 九 条 （ 略 ）

２ 前 項 の 記 録 は 、 二 年 九 月 間 （ 車 両 総 重 量 八 ト ン 以 上 の 貨 物 の 運

送 の 用 に 供 す る 自 動 車 （ 軽 自 動 車 を 除 く 。 ） 及 び 乗 車 定 員 十 一 人

以 上 の 自 動 車 に 係 る も の に あ つ て は 一 年 九 月 間 、 乗 車 定 員 十 人 以

下 の 人 の 運 送 の 用 に 供 す る 自 動 車 で あ つ て 四 輪 以 上 の も の （ 広 告

宣 伝 用 自 動 車 そ の 他 特 種 の 用 途 に 供 す る 自 家 用 普 通 自 動 車 、 小 型

自 動 車 及 び 軽 自 動 車 並 び に 大 型 特 殊 自 動 車 を 除 く 。 ） 及 び 二 輪 の

小 型 自 動 車 に 係 る も の に あ つ て は 三 年 九 月 間 ） 保 存 し な け れ ば な

ら な い 。

（ 検 査 成 績 の 記 録 等 ）

第 九 条 （ 略 ）

２ 前 項 の 記 録 は 、 二 年 九 月 間 （ 車 両 総 重 量 八 ト ン 以 上 の 貨 物 の 運

送 の 用 に 供 す る 自 動 車 （ 軽 自 動 車 を 除 く 。 ） 及 び 乗 車 定 員 十 一 人

以 上 の 自 動 車 に 係 る も の に あ つ て は 、 一 年 九 月 間 、 乗 車 定 員 十 人

以 下 の 人 の 運 送 の 用 に 供 す る 自 動 車 で あ つ て 四 輪 以 上 の も の （ 自

動 車 点 検 基 準 第 三 条 第 二 項 第 五 号 に 掲 げ る 自 動 車 及 び 大 型 特 殊 自

動 車 を 除 く 。 ） に 係 る も の に あ つ て は 、 三 年 九 月 間 ） 保 存 し な け

れ ば な ら な い 。



○ 指 定 自 動 車 整 備 事 業 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 運 輸 省 令 第 四 十 九 号 ） （ 附 則 第 三 項 関 係 ） （ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 点 検 の 基 準 ）

第 六 条 法 第 九 十 四 条 の 五 第 一 項 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 技 術 上 の

基 準 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 の 区 分 に 応 じ そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に 定 め る も の と す る 。

（ 点 検 の 基 準 ）

第 六 条 法 第 九 十 四 条 の 五 第 一 項 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 技 術 上 の

基 準 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 の 区 分 に 応 じ そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に 定 め る も の と す る 。

一 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 自 動 車 に あ つ て は 、 次 に

掲 げ る 点 検

イ 自 動 車 点 検 基 準 （ 昭 和 二 十 六 年 運 輸 省 令 第 七 十 号 ） 別 表 第

三 又 は 別 表 第 四 に 定 め る す べ て の 点 検

ロ ・ ハ （ 略 ）

一 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 自 動 車 に あ つ て は 、 次 に

掲 げ る 点 検

イ 自 動 車 点 検 基 準 （ 昭 和 二 十 六 年 運 輸 省 令 第 七 十 号 ） 別 表 第

三 に 定 め る す べ て の 点 検

ロ ・ ハ （ 略 ）

二 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 自 動 車 に あ つ て は 、 次 に

掲 げ る 点 検

イ 自 動 車 点 検 基 準 別 表 第 五 に 定 め る す べ て の 点 検

ロ ・ ハ （ 略 ）

二 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 二 輪 自 動 車 を 除

く 。 ） に あ つ て は 、 次 に 掲 げ る 点 検

イ 自 動 車 点 検 基 準 別 表 第 四 に 定 め る す べ て の 点 検

ロ ・ ハ （ 略 ）

（ 削 除 ） 三 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 二 輪 自 動 車 に 限

る 。 ） に あ つ て は 、 次 に 掲 げ る 点 検

イ 自 動 車 点 検 基 準 別 表 第 五 に 定 め る す べ て の 点 検

ロ 主 と し て 砂 利 道 等 舗 装 さ れ て い な い 道 路 に お い て 運 行 す る

等 使 用 の 状 況 が 特 殊 で あ る た め 、 イ に 掲 げ る 点 検 の み に よ つ

て は 当 該 自 動 車 が 保 安 基 準 に 適 合 す る か ど う か 及 び 適 合 し な

く な る お そ れ が な い か ど う か を 判 断 す る こ と が で き な い 場 合

に お い て は 、 別 表 第 五 に 掲 げ る 点 検 の う ち 、 そ の 判 断 の た め

に 必 要 な 点 検

ハ 無 段 変 速 装 置 、 電 気 装 置 の 断 続 器 等 特 殊 な 構 造 及 び 装 置 を

有 す る た め 、 イ に 掲 げ る 点 検 の み に よ つ て は 当 該 自 動 車 が 保

安 基 準 に 適 合 す る か ど う か 及 び 適 合 し な く な る お そ れ が な い

か ど う か を 判 断 す る こ と が で き な い 場 合 に お い て は 、 当 該 特

殊 な 構 造 及 び 装 置 に 関 し て そ の 判 断 の た め に 必 要 な 点 検

三 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 二 輪 自 動 車 を 除

く 。 ） に あ つ て は 、 次 に 掲 げ る 点 検

イ （ 略 ）

ロ 主 と し て 砂 利 道 等 舗 装 さ れ て い な い 道 路 に お い て 運 行 す る

等 使 用 の 状 況 が 特 殊 で あ る た め 、 イ に 掲 げ る 点 検 の み に よ つ

て は 当 該 自 動 車 が 保 安 基 準 に 適 合 す る か ど う か 及 び 適 合 し な

く な る お そ れ が な い か ど う か を 判 断 す る こ と が で き な い 場 合

に お い て は 、 別 表 第 五 に 掲 げ る 点 検 の う ち 、 そ の 判 断 の た め

に 必 要 な 点 検

ハ （ 略 ）

四 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 自 動 車 に あ つ て は 、 次 に

掲 げ る 点 検

イ （ 略 ）

ロ 主 と し て 砂 利 道 等 舗 装 さ れ て い な い 道 路 に お い て 運 行 す る

等 使 用 の 状 況 が 特 殊 で あ る た め 、 イ に 掲 げ る 点 検 の み に よ つ

て は 当 該 自 動 車 が 保 安 基 準 に 適 合 す る か ど う か 及 び 適 合 し な

く な る お そ れ が な い か ど う か を 判 断 す る こ と が で き な い 場 合

に お い て は 、 別 表 第 六 に 掲 げ る 点 検 の う ち 、 そ の 判 断 の た め

に 必 要 な 点 検

ハ （ 略 ）

四 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 二 輪 自 動 車 に 限

る 。 ） に あ つ て は 、 次 に 掲 げ る 点 検

イ 自 動 車 点 検 基 準 別 表 第 七 に 定 め る す べ て の 点 検

ロ 主 と し て 砂 利 道 等 舗 装 さ れ て い な い 道 路 に お い て 運 行 す る

等 使 用 の 状 況 が 特 殊 で あ る た め 、 イ に 掲 げ る 点 検 の み に よ つ

て は 当 該 自 動 車 が 保 安 基 準 に 適 合 す る か ど う か 及 び 適 合 し な

く な る お そ れ が な い か ど う か を 判 断 す る こ と が で き な い 場 合

に お い て は 、 別 表 第 六 に 掲 げ る 点 検 の う ち 、 そ の 判 断 の た め

に 必 要 な 点 検

ハ 無 段 変 速 装 置 、 電 気 装 置 の 断 続 器 等 特 殊 な 構 造 及 び 装 置 を

有 す る た め 、 イ に 掲 げ る 点 検 の み に よ つ て は 当 該 自 動 車 が 保

安 基 準 に 適 合 す る か ど う か 及 び 適 合 し な く な る お そ れ が な い

か ど う か を 判 断 す る こ と が で き な い 場 合 に お い て は 、 当 該 特

殊 な 構 造 及 び 装 置 に 関 し て そ の 判 断 の た め に 必 要 な 点 検

（ 新 設 ）



２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

別 表 第 四 （ 第 六 条 関 係 ） 別 表 第 四 （ 第 六 条 関 係 ）

点 検 箇 所 点 検 内 容 点 検 箇 所 点 検 内 容

（ 略 ） （ 略 ）

走 行 装 置 リ ム 、 サ イ ド ・ リ ン グ 又

は デ ィ ス ク ・ ホ イ ー ル

損 傷 走 行 装 置 リ ム 、 サ イ ド ・ リ ン グ 又

は ホ イ ー ル ・ デ ィ ス ク

損 傷

（ 略 ） （ 略 ）

（ 削 除 ） 別 表 第 五 （ 第 六 条 関 係 ）

点 検 箇 所 点 検 内 容

走 行 装 置 リ ム 又 は ホ イ ー ル ・ デ ィ

ス ク

損 傷

緩 衝 装 置 シ ャ シ ば ね 又 は シ ョ ッ ク

・ ア ブ ソ ー バ

緩 衝 能 力

動 力 伝 達 装 置 ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン 変 速 機 構 の 機 能

原 動 機 運 転 状 態

別 表 第 五 （ 第 六 条 関 係 ） 別 表 第 六 （ 第 六 条 関 係 ）

点 検 箇 所 点 検 内 容 点 検 箇 所 点 検 内 容

（ 略 ） （ 略 ）

走 行 装 置 リ ム 又 は デ ィ ス ク ・ ホ イ

ー ル

損 傷 走 行 装 置 リ ム 又 は ホ イ ー ル ・ デ ィ

ス ク

損 傷

（ 略 ） （ 略 ）

別 表 第 六 （ 第 六 条 関 係 ） （ 新 設 ）

点 検 箇 所 点 検 内 容

走 行 装 置 リ ム 又 は デ ィ ス ク ・ ホ イ

ー ル

損 傷

緩 衝 装 置 シ ャ シ ば ね 又 は シ ョ ッ ク

・ ア ブ ソ ー バ

緩 衝 能 力

動 力 伝 達 装 置 ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン 変 速 機 構 の 機 能

原 動 機 運 転 状 態




